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議案第８７号 

 

 

   専決処分した事件の報告及び承認について 

 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、都城市消防団員等公務災害補償条

例の一部を改正する条例の制定について、別紙のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定に基づき報告し、その承認を求める。 

 

 

   令和７年６月９日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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専決第７５号 

 

 
専 決 処 分 書 

 

 
 次の事項について、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分する。 

 

 
   都城市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について

（別紙） 

 

 
理由 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第６条の２第１項の規定

に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件（令和 7 年総務省

告示第１１４号）が令和７年４月１日から施行されることに伴い、緊急に都城市

消防団員等公務災害補償条例（平成１８年条例第２５８号）の一部を改正

する必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕がないと認め、地方自治法第 

 １７９条第１項の規定に基づき、専決処分するものである。 

 

 
   令和７年３月３１日専決 

 
                 都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 都城市消防団員等公務災害補償条例（平成18年条例第258号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（介護補償） （介護補償） 

第９条の２ （略） 第９条の２ （略） 

２ 介護補償は、月を単位として支給するものとし、その額は、

１月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

額とする。 

２ 介護補償は、月を単位として支給するものとし、その額は、

１月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

額とする。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 常時介護を要する場合において、その月（新たに介護補

償を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第４

号において同じ。）に親族又はこれに準ずる者による介護を

受けた日があるとき（その月に介護に要する費用を支出して

介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費

用として支出された額が81,290円以下である場合に限る。） 

 81,290円 

(２) 常時介護を要する場合において、その月（新たに介護補

償を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第４

号において同じ。）に親族又はこれに準ずる者による介護を

受けた日があるとき（その月に介護に要する費用を支出して

介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費

用として支出された額が85,490円以下である場合に限る。） 

 85,490円 

(３) （略） (３) （略） 

(４) 随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれ

に準ずる者による介護を受けた日があるとき（その月に介護

に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあって

は、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以

下である場合に限る。） 40,600円 

(４) 随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれ

に準ずる者による介護を受けた日があるとき（その月に介護

に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあって

は、当該介護に要する費用として支出された額が42,700円以

下である場合に限る。） 42,700円 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 
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 （経過措置） 

２ 改正後の都城市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第２項の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、

同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。 
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議案第８７号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：総務部危機管理課】 

条例名 【専決処分した事件の報告及び承認】都城市消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和７年４月１日  制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第６条の２第１項の規定に

基づき総務大臣が定める金額を定める件の改正に伴い、非常勤消防団員等の介護補

償の額を改定する必要があったため、標記条例に係る専決処分をしたことについて

報告し、その承認を求めるもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

損害補償に係る介護補償の額の改定（第９条の２関係） 

１ 常時介護を要する状態 

最高限度額（月額）177,950 円 → 177,950 円※据え置き 

最低限度額（月額） 81,290 円 →  85,490 円 

２ 随時介護を要する状態 

最高限度額（月額） 88,980 円 →  88,980 円※据え置き 

最低限度額（月額） 40,600 円 →  42,700 円  

※ いずれの額も労働者災害補償における介護（補償）給付の最高限度額及び最

低補償額と同額 

関係する法令 

及びその条項 

労働者災害補償保険法施行規則（昭和 30 年労働省令第 22 号） 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和 31 年政令第 335 号） 

制定改廃を要す

る関係条例等 

なし 

備考 令和７年３月 31 日専決処分 
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議案第８８号 

 

 

   専決処分した事件の報告及び承認について 

 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、都城市税条例の一部を改正する条

例の制定について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に基づき報

告し、その承認を求める。 

 

 

   令和７年６月９日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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専決第７６号 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

 次の事項について、地方自治法第 179 条第１項の規定に基づき、専決処分する。 

 

 

   都城市税条例の一部を改正する条例の制定について（別紙） 

 

 

理由 

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律（令和

７年法律第７号）が令和７年４月１日から施行されることに伴い、緊急に都城

市税条例（平成 18 年条例第 99 号）の一部を改正する必要が生じたが、議会を

招集する時間的余裕がないと認め、地方自治法第 179 条第１項の規定に基づき、

専決処分するものである。 

  

 

  令和７年３月３１日専決 

                   

                 都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市税条例の一部を改正する条例 

 都城市税条例（平成18年条例第99号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（施行規則第15条の３第３項並びに第15条の３の２第４項及び

第５項の規定による補正の方法の申出） 

（施行規則第15条の３第３項並びに第15条の３の２第４項及び

第５項の規定による補正の方法の申出） 

第63条の２ 施行規則第15条の３第３項並びに第15条の３の２第

４項及び第５項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に

係る区分所有者の代表者が毎年１月31日までに次の各号に掲げ

る事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならな

い。 

第63条の２ 施行規則第15条の３第３項並びに第15条の３の２第

４項及び第５項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に

係る区分所有者の代表者が毎年１月31日までに次の各号に掲げ

る事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならな

い。 

(１) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律第２条第５項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出

する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税に

ついて同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番

号をいう。以下固定資産税について同じ。）（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(１) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律第２条第５項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出

する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税に

ついて同じ。）又は法人番号（同条第16項に規定する法人番

号をいう。以下固定資産税について同じ。）（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(２)～(４) （略） (２)～(４) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税

率は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税

率は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 原動機付自転車 (１) 原動機付自転車 

ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6

キロワット以下のもの（エに掲げるものを除く。） 年額

 2,000円 

ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6

キロワット以下のもの（ウ及びオに掲げるものを除く。）

 年額 2,000円 
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イ 二輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リ

ットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、 

0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円 

イ 二輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リ

ットル以下のもの（ウに掲げるものを除く。）又は定格出

力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年

額 2,000円 

 ウ 二輪のもので、総排気量が0.125リットル以下かつ最高出

力が4.0キロワット以下のもの 年額 2,000円 

ウ 二輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又

は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円 

エ 二輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの（ウ

に掲げるものを除く。）又は定格出力が0.8キロワットを超

えるもの 年額 2,400円 

エ （略） オ （略） 

(２)・(３) （略） (２)・(３) （略） 

（種別割の減免） （種別割の減免） 

第89条 （略） 第89条 （略） 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納

期限までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税

額及び次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事

由を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければなら

ない。ただし、前項第３号の場合において、納期限までにする

ことができない特別な事情があると市長が認めるときは、この

限りでない。 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納

期限までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税

額及び次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事

由を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければなら

ない。ただし、前項第３号の場合において、納期限までにする

ことができない特別な事情があると市長が認めるときは、この

限りでない。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所

の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条

第５項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条にお

いて同じ。）又は法人番号（同法第２条第15項に規定する法

人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは

(２) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所

の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条

第５項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条にお

いて同じ。）又は法人番号（同法第２条第16項に規定する法

人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは

1
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事業所の所在地及び氏名又は名称） 事業所の所在地及び氏名又は名称） 

(３)・(４) （略） (３)・(４) （略） 

(５) 原動機の総排気量又は定格出力 (５) 原動機の総排気量又は定格出力（第82条第１号ウに掲げ

る原動機付自転車にあっては、原動機の総排気量及び最高出

力） 

(６)～(８) （略） (６)～(８) （略） 

３ （略） ３ （略） 

（身体障害者等に対する種別割の減免） （身体障害者等に対する種別割の減免） 

第90条 （略） 第90条 （略） 

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受けようとする者

は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和24

年法律第283号）第15条の規定により交付された身体障害者手帳

（戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４条の規定に

より戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交

付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下

この項において「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣

の定めるところにより交付された療育手帳（以下この項におい

て「療育手帳」という。）又は精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和25年法律第123号）第45条の規定により交付さ

れた精神障害者保健福祉手帳（以下この項において「精神障害

者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和35年法律第 

105号）第92条の規定により交付された身体障害者又は身体障害

者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体障害者等

のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転

免許証（以下この項において「運転免許証」という。）を提示

するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要

とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならな

い。 

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受けようとする者

は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和24

年法律第283号）第15条の規定により交付された身体障害者手帳

（戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４条の規定に

より戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交

付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下

この項において「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣

の定めるところにより交付された療育手帳（以下この項におい

て「療育手帳」という。）又は精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和25年法律第123号）第45条の規定により交付さ

れた精神障害者保健福祉手帳（以下この項において「精神障害

者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和35年法律第 

105号）第92条の規定により交付された身体障害者若しくは身体

障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体障害

者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する者の

運転免許証（以下この項において「運転免許証」という。）又

はこれらの者の特定免許情報（同法第95条の２第２項に規定す

る特定免許情報をいう。次項において同じ。）が記録された免

許情報記録個人番号カード（同条第４項に規定する免許情報記
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録個人番号カードをいう。次項において同じ。）を提示すると

ともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする

理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

(５) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転

免許の種類及び条件が付されている場合にはその条件 

(５) 運転免許証又は道路交通法第95条の２第２項第１号に規

定する免許情報記録（以下この号において「免許情報記録」

という。）の番号、運転免許の年月日、運転免許証又は免許

情報記録の有効期限並びに運転免許の種類及び条件が付され

ている場合にはその条件 

(６) （略） (６) （略） 

 ３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示し

たときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定

免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならな

い。 

３ （略） ４ （略） 

４ （略） ５ （略） 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第139条の３ （略） 第139条の３ （略） 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者

は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減

免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出

しなければならない。ただし、市長が、当該者が所有し、又は

取得する土地が同項各号のいずれかに該当することが明らかで

あり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場

合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者

は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減

免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出

しなければならない。ただし、市長が、当該者が所有し、又は

取得する土地が同項各号のいずれかに該当することが明らかで

あり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場

合は、この限りでない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律第２条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律第２条第16項に規定する法人番号をいう。以下この号
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において同じ。）（法人番号を有しない者にあっては、住所

及び氏名又は名称） 

において同じ。）（法人番号を有しない者にあっては、住所

及び氏名又は名称） 

(２)・(３) （略） (２)・(３) （略） 

３ （略） ３ （略） 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第149条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日

までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申

告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申

告しなければならない。 

第149条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日

までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申

告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申

告しなければならない。 

(１) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称

及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番

号をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号（同条

第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同

じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住

所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

(１) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称

及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番

号をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号（同条

第16項に規定する法人番号をいう。以下この号において同

じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住

所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

(２)・(３) （略） (２)・(３) （略） 

附 則 附 則 

 （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合）  （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第10条の２ （略） 第10条の２ （略） 

２～16 （略） ２～16 （略） 

17 法附則第15条第37項に規定する条例で定める割合は、３分の

２とする。 

17 法附則第15条第36項に規定する条例で定める割合は、３分の

２とする。 

18 法附則第15条第38項に規定する条例で定める割合は、２分の

１とする。 

18 法附則第15条第37項に規定する条例で定める割合は、２分の

１とする。 

19 法附則第15条第41項に規定する条例で定める割合は、３分の

１とする。 

19 法附則第15条第40項に規定する条例で定める割合は、３分の

１とする。 
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20・21 （略） 20・21 （略） 

（読替規定） （読替規定） 

第25条 法附則第15条第１項、第９項、第13項から第17項まで、

第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第35項まで、第 

38項、第39項、第43項若しくは第46項、第15条の２第２項、第 

15条の３又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税

に限り、第153条第２項中「又は第33項」とあるのは「若しくは

第33項又は法附則第15条から第15条の３まで若しくは第63条」

とする。 

第25条 法附則第15条第１項、第９項、第13項から第17項まで、

第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第33項まで、第 

36項、第37項、第41項若しくは第44項、第15条の２第２項、第 

15条の３又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税

に限り、第153条第２項中「又は第33項」とあるのは「若しくは

第33項又は法附則第15条から第15条の３まで若しくは第63条」

とする。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第８８号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：総務部市民税課】 

条例名 【専決処分した事件の報告及び承認】都城市税条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和７年４月１日 制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

地方税法等の改正に伴い、国の施策に基づく下記の事項等について規定する必要

があったため、標記条例に係る専決処分をしたことについて報告し、その承認を求

めるもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

（１）第 63 条の２ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の改正に伴う改正 

（２）第 82 条【種別割の税率】 軽自動車税種別割の標準税率の区分の見直しに

伴う税率の区分の改正 

（３）第 89 条②【種別割の減免】 行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律の改正に伴う改正 

（４）第 90 条②③【身体障害者等に対する種別割の減免】 マイナ免許証の運用

開始に伴う減免申請時の運転免許証の提示義務に係る規定等の整備 

（５）第 139 条の３ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の改正に伴う改正 

（６）第 149 条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の改正に伴う改正 

（７）附則第 10 条の２【法附則第 15 条第２項第１号等の条例で定める割合】  

法律改正にあわせて改正 

（８）附則第 25 条【読替規定】固定資産税等の課税標準の特例の規定について項

ずれの改正 

関係する法令 

及びその条項 

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号） 

地方税法施行令（昭和 25年政令第 245 号） 他 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

なし 

備考 令和７年３月 31 日専決処分 
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議案第８９号 

 

 

   専決処分した事件の報告及び承認について 

 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、都城市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の制定について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規

定に基づき報告し、その承認を求める。 

 

 

   令和７年６月９日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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専決第７７号 

 

 
専 決 処 分 書 

 

 
 次の事項について、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分する。 

 

 
   都城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について（別紙） 

 

 
理由 

  地方税法施行令等の一部を改正する政令（令和７年政令第１１９号）が令和７

年４月１日から施行されることに伴い、緊急に都城市国民健康保険税条例（平成

１８年条例第１５７号）の一部を改正する必要が生じたが、議会を招集する時間

的余裕がないと認め、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分す

るものである。 

 

 
令和７年３月３１日専決 

 
                 都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 都城市国民健康保険税条例（平成18年条例第157号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（課税額） （課税額） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき

算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世

帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を

超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき

算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世

帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が66万円を

超える場合においては、基礎課税額は、66万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険

の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険

者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該

合算額が24万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等

課税額は、24万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険

の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険

者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該

合算額が26万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等

課税額は、26万円とする。 

４ （略） ４ （略） 

（保険税の減額） （保険税の減額） 

第27条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対し

て課する保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額から別

表第４に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が65

万円を超える場合には、65万円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額から別表第５に定める額を減額して得た額

（当該減額して得た額が24万円を超える場合には、24万円）及

び同条第４項本文の介護納付金課税額から別表第６に定める額

を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超える場合

には、17万円）の合算額とする。 

第27条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対し

て課する保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額から別

表第４に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が66

万円を超える場合には、66万円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額から別表第５に定める額を減額して得た額

（当該減額して得た額が26万円を超える場合には、26万円）及

び同条第４項本文の介護納付金課税額から別表第６に定める額

を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超える場合

には、17万円）の合算額とする。 

2
5



(１) （略） (１) （略） 

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が43万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額

を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者（国民

健康保険法第６条第８号の規定により被保険者の資格を喪失

した者であって、当該資格を喪失した日の前日の属する月以

後５年を経過するまでの間に限り、同日以後継続して同一の

世帯に属するものをいう。以下同じ。）１人につき29万５千

円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に

該当する者を除く。以下「５割軽減対象者」という。） 

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が43万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額

を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者（国民

健康保険法第６条第８号の規定により被保険者の資格を喪失

した者であって、当該資格を喪失した日の前日の属する月以

後５年を経過するまでの間に限り、同日以後継続して同一の

世帯に属するものをいう。以下同じ。）１人につき30万５千

円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に

該当する者を除く。以下「５割軽減対象者」という。） 

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が43万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額

を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人に

つき54万５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。以下「２割軽減対象者」

という。） 

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が43万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額

を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人に

つき56万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前２号に該当する者を除く。以下「２割軽減対象者」とい

う。） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以降の国民健康保険税について適用し、令和６年度分ま

での国民健康保険税については、なお従前の例による。 
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議案第８９号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：健康部保険年金課】 

条例名 【専決処分した事件の報告及び承認】都城市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和７年４月１日  制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

地方税法施行令の改正に伴い、基礎課税額等の賦課限度額及び軽減判定の基準額

の改定を行う必要があったため、標記条例に係る専決処分をしたことについて報告

し、その承認を求めるもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

１ 国保税の基礎課税額等の賦課限度額見直し（第３条第２項及び第３項、第 27

条第１項） 

第３条第２項ただし書中「65 万円」を「66 万円」に改め、同条第３項ただし

書中「24 万円」を「26 万円」に改める。 

第 27 条第１項中「65 万円」を「66 万円」に、「24 万円」を「26 万円」に改

める。 

              【現  行】   【令和７年度】 

 基礎課税額         65 万円  →   66 万円 

 後期高齢者支援金等課税額  24 万円  →   26 万円 

 

２ 国保税の軽減判定の基準額見直し（第 27 条第１項第２号、第３号） 

  第 27 条第１項第２号中「29 万５千円」を「30万５千円」に改め、同項第３号

中「54 万５千円」を「56万円」に改める。 

              【現  行】   【令和７年度】 

 ５割軽減対象者      29 万５千円 →  30 万５千円 

 ２割軽減対象者      54 万５千円 →  56 万円 

関係する法令 

及びその条項 

地方税法施行令（昭和 25年政令第 245 号）第 56 条の 88 の２、第 56 条の 89 

制定改廃を要す

る関係条例等 

なし 

備考 令和７年３月 31 日専決処分 
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議案第９１号 

 

 

   都城市退職年金の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

 

 都城市退職年金の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

制定する。 

 

 

   令和７年６月９日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市退職年金の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例 

 都城市退職年金の年額の改定に関する条例（平成18年条例第58号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（長期在職者等の退職年金の額の特例） （長期在職者等の退職年金の額の特例） 

第２条 扶助料は、実在職年の年数が退隠料についての最短年金

年限以上の場合で、平成14年４月分以降の年額が813,400円に満

たないときは、その額をもって年額とする。 

第２条 扶助料は、実在職年の年数が退隠料についての最短年金

年限以上の場合で、平成14年４月分以降の年額が829,200円に満

たないときは、その額をもって年額とする。 

２ （略） ２ （略） 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市退職年金の年額の改定に関する条例の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

3
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議案第９１号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：総務部職員課】 

条例名 都城市退職年金の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 公布の日  制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の改正により、令和７年度の恩給

改定率が改定されたことに伴い、恩給年額に準じて支給している退職年金の額につ

いて改定が必要となったため、所要の改正を行うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

扶助料の最低額の引上げ（第２条関係） 

現在都城市が支給している退職年金は扶助料のみであるが、その最低額を引き上

げる。 

  813,400 円 ⇒ 829,200 円 

 

関係する法令 

及びその条項 

恩給法（大正 12 年法律第 48 号） 

制定改廃を要す

る関係条例等 

なし 

備考  
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議案第９２号 

 

 

   都城市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和７年６月９日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市税条例の一部を改正する条例 

 都城市税条例（平成18年条例第99号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（所得控除） （所得控除） 

第34条の２ 所得割の納税義務者が法第314条の２第１項各号の

いずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び第３

項から第11項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社

会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控

除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり

親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額

又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が2,500万円以下である

所得割の納税義務者については、同条第２項、第６項及び第11

項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得につ

いて算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から

控除する。 

第34条の２ 所得割の納税義務者が法第314条の２第１項各号の

いずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び第３

項から第11項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社

会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控

除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり

親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、

扶養控除額又は特定親族特別控除額を、前年の合計所得金額が

2,500万円以下である所得割の納税義務者については、同条第２

項、第６項及び第11項の規定により基礎控除額をそれぞれその

者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又

は山林所得金額から控除する。 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者は、３月15日までに、

施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出し

なければならない。ただし、法第317条の６第１項又は第４項の

規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出す

る義務がある者から１月１日現在において給与又は公的年金等

の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又

は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的

年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控

除額（令第48条の９の７に規定するものを除く。）、小規模企業

共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤

労学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者は、３月15日までに、

施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出し

なければならない。ただし、法第317条の６第１項又は第４項の

規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出す

る義務がある者から１月１日現在において給与又は公的年金等

の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又

は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的

年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控

除額（令第48条の９の７に規定するものを除く。）、小規模企業

共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤

労学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年
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の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。）の法第 

314条の２第１項第10号の２に規定する自己と生計を一にする

配偶者（前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。）

で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。）若しく

は法第314条の２第４項に規定する扶養控除額の控除又はこれ

らと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313

条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定す

る純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の７の規

定により控除すべき金額（以下この条において「寄附金税額控

除額」という。）の控除を受けようとするものを除く。以下この

条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。）

及び第24条第２項に規定する者（施行規則第２条の２第１項の

表の上欄の（二）に掲げる者を除く。）については、この限りで

ない。 

の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。）の法第 

314条の２第１項第10号の２に規定する自己と生計を一にする

配偶者（前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。）

で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。）、法第 

314条の２第４項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別

控除額（特定親族（同条第１項第12号に規定する特定親族をい

う。第36条の３の２第１項第３号及び第36条の３の３第１項に

おいて同じ。）（前年の合計所得金額が85万円以下であるものに

限る。）に係るものを除く。）の控除又はこれらと併せて雑損控

除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第８項に規定する

純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑

損失の金額の控除若しくは第34条の７の規定により控除すべき

金額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控

除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所

得等以外の所得を有しなかった者」という。）及び第24条第２項

に規定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）

に掲げる者を除く。）については、この限りでない。 

２～８ （略） ２～８ （略） 

９ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合

には、新たに第23条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該当

することとなった者に、当該該当することとなった日から15日

以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又

は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の

所在、法人番号（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第 

15項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同じ。）、

当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させるこ

とができる。 

９ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合

には、新たに第23条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該当

することとなった者に、当該該当することとなった日から15日

以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又

は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の

所在、法人番号（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第 

16項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同じ。）、

当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させるこ

とができる。 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 
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第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定により同項に規

定する申告書を提出しなければならない者（以下この条におい

て「給与所得者」という。）で市内に住所を有するものは、当該

申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者

（以下この条において「給与支払者」という。）から毎年最初に

給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところ

により、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者

を経由して、市長に提出しなければならない。 

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定により同項に規

定する申告書を提出しなければならない者（以下この条におい

て「給与所得者」という。）で市内に住所を有するものは、当該

申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者

（以下この条において「給与支払者」という。）から毎年最初に

給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところ

により、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者

を経由して、市長に提出しなければならない。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 扶養親族の氏名 (３) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(４) （略） (４) （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項

に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地

において同項に規定する公的年金等（所得税法第203条の７の規

定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金

等」という。）の支払を受ける者であって、特定配偶者（所得割

の納税義務者（合計所得金額が900万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第53条の２に規

定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所

得を有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるもの

に限る。）をいう。第２号において同じ。）又は扶養親族（年齢 

16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る

所得を有する者に限る。）を有する者（以下この条において「公

的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは、当該

申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の６第１項に

規定する公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金

等支払者」という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項

に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地

において同項に規定する公的年金等（所得税法第203条の７の規

定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金

等」という。）の支払を受ける者であって、特定配偶者（所得割

の納税義務者（合計所得金額が900万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第53条の２に規

定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所

得を有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるもの

に限る。）をいう。第２号において同じ。）又は扶養親族（年齢 

16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る

所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る

所得を有する者であって、合計所得金額が85万円以下であるも

のに限る。）を有する者（以下この条において「公的年金等受給

者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出

の際に経由すべき所得税法第203条の６第１項に規定する公的
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日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる

事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。 

年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者」と

いう。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日まで

に、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出し

なければならない。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 扶養親族の氏名 (３) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(４) （略） (４) （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

附 則 附 則 

第10条の３ （略） 第10条の３ （略） 

２～13 （略） ２～13 （略） 

 14 市長は、法附則第15条の９の３第１項に規定する特定マンシ

ョンに係る区分所有に係る家屋については、前項の申告書の提

出がなかった場合においても、マンションの管理の適正化の推

進に関する法律（平成12年法律第149号）第５条の２第１項に規

定する管理組合の管理者等から法附則第15条の９の３第２項に

規定する期間内に施行規則附則第７条第17項各号に掲げる書類

の提出がされ、かつ、当該特定マンションが法附則第15条の９

の３第１項に規定する要件に該当すると認められるときは、前

項の規定にかかわらず、同条第１項の規定を適用することがで

きる。 

14 （略） 15 （略） 

15 （略） 16 （略） 

 (軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) (軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) 

第16条の２ （略） 第16条の２ （略） 

 （加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例） 
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 第16条の２の２ 令和８年４月１日以後に第92条の２第１項の売

渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等（次項において「売

渡し等」という。）が行われた加熱式たばこ（第92条第１号オに

掲げる加熱式たばこをいい、第93条の２の規定により製造たば

ことみなされるものを含む。以下この条において同じ。）に係る

第94条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項の規定にかか

わらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める方法により換算した紙巻たばこ（第92条第１号アに掲げ

る紙巻たばこをいう。以下この項及び次項において同じ。）の本

数によるものとする。 

(１) 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たば

こをいう。）を原料の全部又は一部としたものを紙その他これ

に類する材料のもので巻いた加熱式たばこ（当該葉たばこを

原料の全部又は一部としたものを施行規則附則第８条の４の

２に規定するところにより直接加熱することによって喫煙の

用に供されるものに限る。） 当該加熱式たばこの重量（フィ

ルターその他の施行規則附則第８条の４の３に規定するもの

に係る部分の重量を除く。以下この項から第３項までにおい

て同じ。）の0.35グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する

方法。ただし、当該加熱式たばこの１本当たりの重量が 

0.35グラム未満である場合にあっては、当該加熱式たばこの

１本をもって紙巻たばこの１本に換算する方法 

(２) 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たば

この重量の0.2グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する

方法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの

重量が４グラム未満である場合にあっては、当該加熱式たば

この品目ごとの１個をもって紙巻たばこの20本に換算する方

法 

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の

4
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規定の適用を受けるもの及び同項第２号ただし書の規定の適用 

 を受けるもの以外のものの重量を紙巻たばこの本数に換算する

場合における計算は、売渡し等が行われた加熱式たばこの品目

ごとの１個当たりの重量に当該加熱式たばこの品目ごとの数量

を乗じて得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、その

合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものと

する。 

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当

たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を

切り捨てるものとする。 

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第93条の２の規定によ

り製造たばことみなされるものに限る。）のうち、次に掲げるも

のについては、同号ただし書の規定は、適用しない。 

(１) 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に

供されるもの 

(２) 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第93条の２の規定

により製造たばことみなされるものを除く。）と併せて喫煙の

用に供される加熱式たばこ（同条の規定により製造たばこと

みなされるものに限る。）であって当該加熱式たばこのみの品

目のもの 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(１) 第34条の２、第36条の２第１項、第36条の３の２第１項及び第36条の３の３第１項の改正規定 令和８年１月１日 

(２) 附則第16条の２の次に１条を加える改正規定 令和８年４月１日 
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議案第９２号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：総務部市民税課】 

条例名 都城市税条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 公布の日（一部後日） 制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

地方税法等の改正に伴い、国の施策に基づく下記の事項等について規定する必要

があるため、所要の改正を行うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

（１）第 34 条の２【所得控除】 控除すべき金額について、特定親族特別控除額

を追加 Ｒ８.１.１施行 

（２）第 36 条の２①【市（町・村）民税の申告】特定親族特別控除の創設に伴

う、公的年金等受給者の個人住民税申告義務に係る規定の整備 Ｒ８.１.１施

行 

（３）第 36 条の２⑨【市（町・村）民税の申告】 行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う改正  

（４）第 36 条の３の２①【個人の市（町・村）民税に係る給与所得者の扶養親族

等申告書】 記載事項について、特定親族を追加 Ｒ８.１.１施行 

（５）第 36 条の３の３①【個人の市（町・村）民税に係る公的年金等受給者の扶

養親族等申告書】 特定親族特別控除の創設に伴う公的年金等受給者の扶養親

族等申告書に係る提出義務規定等の整備 Ｒ８.１.１施行 

（６）附則第 10 条の３【新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受

けようとする者がすべき申告】特定マンションに係る特例について、申告書の

提出がない場合でも、一定の要件に該当すると認められる場合には特例を適用

できることとする規定を新設 

（７）附則第 16 条の２の２ 法律改正にあわせて新設 Ｒ８.４.１施行 

関係する法令 

及びその条項 

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号） 

地方税法施行令（昭和 25年政令第 245 号） 他 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

なし 

備考  
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議案第９３号 

 

 

   都城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和７年６月９日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市手数料条例の一部を改正する条例  
 都城市手数料条例（平成18年条例第101号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（手数料徴収の除外） （手数料徴収の除外） 

第５条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収し

ない。ただし、第１号又は第２号に規定する場合において、第

２条第１号から第３号までに規定する手数料を徴収するときを

除く。 

第５条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収し

ない。ただし、第１号又は第２号に規定する場合において、第

２条第１号から第３号までに規定する手数料を徴収するときを

除く。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

 (４) 災害を受けた者から罹災証明の請求があったとき。（火

災を除く。） 

 (５) 廃置分合及び市町名変更に関する証明の請求があったと

き。 

 (６) 法令の規定により、条例で定めるところにより無料で証

明を行うことができるとされているものの請求があったと

き。 

（手数料の免除） （手数料の免除） 

第６条 次の各号のいずれかに該当するときは、請求者の申請に

より手数料（別表第２の構造計算適合性判定加算額を除く。）

を免除することができる。 

第６条 次の各号のいずれかに該当するときは、請求者の申請に

より手数料を免除することができる。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 災害を受けた者から罹災証明の請求があったとき。（火

災を除く。） 

 

(３) 廃置分合及び市町名変更に関する証明の請求があったと

き。 

 

(４) 市立学校の児童及び生徒が在学、通学又は成績の証明を  
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請求したとき。 

(５) （略） (２) （略） 

(６) 市職員が在勤、通勤又は勤務に関する証明を請求したと

き。 

 

(７) 法令で定める規定により請求したとき。  

(８) （略） (３) （略） 

(９) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると

認めたとき。 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると

認めたとき。 

（手数料の減額） （手数料の減額） 

第６条の２ 市長は、道路法（昭和27年法律第180号）、土地区画

整理法（昭和29年法律第119号）又は都市計画法（昭和43年法律

第100号）による事業その他の公共事業の施行に伴い、立ち退き

のため建築物、建築設備又は工作物を建築し、設置し、若しく

は築造するものに係る次の各号に掲げる手数料（別表第２の構

造計算適合性判定加算額を除く。）について、当該各号に定め

る金額を、請求者の申請により減額することができる。 

第６条の２ 市長は、道路法（昭和27年法律第180号）、土地区画

整理法（昭和29年法律第119号）又は都市計画法（昭和43年法律

第100号）による事業その他の公共事業の施行に伴い、立ち退き

のため建築物、建築設備又は工作物を建築し、設置し、若しく

は築造するものに係る次の各号に掲げる手数料について、当該

各号に定める金額を、請求者の申請により減額することができ

る。 

 (１)・(２) （略）  (１)・(２) （略） 

別表第５（第２条関係） 別表第５（第２条関係） 

種類 区分 単

位 

金額 備考 

 （略） 

２  公 簿 又 （略） 

は 図 面 の

謄 本 若 し

く は 抄 本

又 は 写 し

の 交 付 手

数料 

土地家屋名寄帳（課税台帳）

の写し 

１

件 

300円１ 件

に つ

き １

枚 を

超 え

る と

種類 区分 単

位 

金額 備考 

 （略） 

２  公 簿 又 （略） 

は 図 面 の

謄 本 若 し

く は 抄 本

又 は 写 し

の 交 付 手

数料 

名寄帳兼課税台帳 １

件 

300円１ 件

に つ

き ３

枚 を

超 え

る と
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   きは、

１ 枚

増 す

ご と

に100

円 を

加 え

る。 

 

 

 

  （略） 

３  証 明 手 （略） 

数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納税証明 １

件 

300円１ 件

に つ

き １

枚 を

超 え

る と

きは、

１ 枚

増 す

ご と

に100

円 を

加 え

る。 

固定資産公課証明 １

件 

300円 

   きは、

３ の

倍 数

の 枚

数 を

超 え

る ご

と に

100円

を 加

える。

  （略） 

３  証 明 手 （略） 

数料 

 

納税証明 １

件 

300円１ 件

に つ

き １

枚 を

超 え

る と

きは、

１ 枚

増 す

ご と

に100

円 を

加 え

る。 

 固定資産公課証明 １

件 

１ 件

に つ
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固定資産評価証明 １

件 

300円

固定資産税額証明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１

件 

300円

 （略） 

資産証明 １

件 

300円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

固定資産評価証明 １

件 

300円き ３

枚 を

超 え

る と

きは、

３ の

倍 数

の 枚

数 を

超 え

る ご

と に

100円

を 加

える。

 （略） 

資産証明 １

件 

300円１ 件

に つ

き ３

枚 を

超 え

る と

きは、

３ の

倍 数

の 枚

数 を

  超 え

る ご

5
0



 

 

 

 

 （略） 

 （略） 
 

と に

100円

を 加

える。

 （略） 

 （略） 
 

  

   附 則 

 この条例は、令和７年７月１日から施行する。ただし、別表第５の改正規定は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内におい

て規則で定める日から施行する。 

5
1



52



議案第９３号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：総合政策部財政課／総務部資産税課】 

条例名 都城市手数料条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和７年７月１日（一部後日） 制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

都城市手数料条例の手数料の免除に関する規定について、手続の簡素化を図るた

め、所要の改正を行うもの。 

また、市基幹システムの標準化に伴い、固定資産税に係る各種証明書等の様式が

変更となることによる手数料の負担の増加を緩和するため、所要の改正を行うも

の。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

１ 条例第６条において、請求者の申請により手数料を免除することができると規

定されている項目のうち、第２号、第３号及び第７号を削り、同項目を条例第５

条の手数料徴収の除外に関する規定に追加する。 

  また、第７号については、文言を改める。 

 

２ 同じく条例第６条に規定されている項目のうち、第１項第４号及び第６号を削

る。 

 

３ その他条文整備（条例第６条各号列記以外の部分、第６条の２） 

 

４ 別表第５を次のとおり改める。 

  ・固定資産税に係る土地家屋名寄帳（課税台帳）の写し、固定資産公課証明、

固定資産評価証明の金額について、備考欄に掲げる「１件につき１枚を超え

るときは、１枚増すごとに 100 円を加える。」との記述を「１件につき３枚

を超えるときは、３の倍数の枚数を超えるごとに 100 円を加える。」と改

め、資産証明についても備考欄に同じ記述を加える。 

  ・固定資産税額証明については、標準化後の様式にはないが、従来の証明内容

は公課証明の新様式で賄うことができるため、手数料条例から削る。 

また、証明書の名称に変更があるものについて併せて改める。 

関係する法令 

及びその条項 

なし 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

なし 

 

備考 
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都 使 審 第 ３ 号 

令和７年４月２１日 

 

 

 都城市長 池田 宜永  様 

 

 

都城市使用料等審議会 

                        会長 西 川 英 男 

 

 

   使用料等の額の制定について（答申） 

 

 

 令和７年４月８日付け都財第１７号で諮問のありました標記の件について、下記

のとおり答申いたします。 

 

 

記 

 

１ 都城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

  （固定資産税に関する証明手数料の一部改正） 

審議に当り､制定の理由、経緯、制定の内容、算定の根拠等を聴取した結果､

[別表１]のとおり制定することが適当である。 

 

 

 

審議会委員 

会 長 西 川 英 男 

委 員 蓑 原 行 満 

上 原 誠 史 

横 山 幸 子 

福 留 浪 子 

長 友 佳奈美 
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[別表１]  

○都城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 （固定資産税に関する証明手数料の一部改正） 

 

   都城市手数料条例 

(手数料の金額等) 

第２条 徴収する手数料は、次に定めるとおりとする。 

(１)～(４) （略） 

(５) 戸籍関係その他の手数料 別表第５のとおり 

(６) （略） 

別表第５（第２条関係） 

種類 区分 単位 金額 備考 

(略) 

２ 公簿又は図

面の謄本若し

くは抄本又は

写しの交付手

数料 

 （略） 

名寄帳兼課税台帳 １件 300 円１件につき３枚を超えるときは、

３の倍数の枚数を超えるごとに 

100 円を加える。 

 （略） 

３ 証明手数料  （略） 

納税証明 １件 300 円１件につき１枚を超えるときは、

１枚増すごとに 100 円を加える。

固定資産公課証明 １件 300 円１件につき３枚を超えるときは、

３の倍数の枚数を超えるごとに 

100 円を加える。 

固定資産評価証明 １件 300 円

 

 （略） 

資産証明 １件 300 円１件につき３枚を超えるときは、

３の倍数の枚数を超えるごとに 

100 円を加える。 

 （略）    

（略）     
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議案第９４号 

 

 

   都城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及

び都城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び都城市特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和７年６月９日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び都城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  
 （都城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）  
第１条 都城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年条例第32号）の一部を次のように改正する。  
  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以

下「居宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、

次条第１項、第14条第１項及び第２項、第15条第１項、第２項

及び第５項、第16条並びに第17条第１項から第３項までにおい

て同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行わ

れ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満３

歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成18年法律

第120号）第６条第１項に規定する法律に定める学校において行

われる教育をいう。以下この条において同じ。）又は保育が継

続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う

保育所（子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第７条

第４項に規定する保育所をいう。）、幼稚園（同項に規定する

幼稚園をいう。）又は認定こども園（同項に規定する認定こど

も園をいう。）（以下「連携施設」という。）を適切に確保し

なければならない。ただし、連携施設の確保が著しく困難であ

ると市が認める地域において家庭的保育事業等（居宅訪問型保

育事業を除く。第16条第２項第３号において同じ。）を行う家

庭的保育事業者等については、この限りでない。 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以

下「居宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、

次条第１項、第14条第１項及び第２項、第15条第１項、第２項

及び第５項、第16条並びに第17条第１項から第３項までにおい

て同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行わ

れ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満３

歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成18年法律

第120号）第６条第１項に規定する法律に定める学校において行

われる教育をいう。以下この条において同じ。）又は保育が継

続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う

保育所（子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第７条

第４項に規定する保育所をいう。）、幼稚園（同項に規定する

幼稚園をいう。）又は認定こども園（同項に規定する認定こど

も園をいう。）（以下「連携施設」という。）を適切に確保し

なければならない。ただし、連携施設の確保が著しく困難であ

ると市が認める地域において家庭的保育事業等（居宅訪問型保

育事業を除く。第16条第２項第３号において同じ。）を行う家

庭的保育事業者等については、この限りでない。 

(１) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、

保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相

談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。 

(１) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、

保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相

談、助言その他の保育の内容に関する支援（次項において「保
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育内容支援」という。）を実施すること。 

(２) （略） (２) （略） 

(３) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた

利用乳幼児（事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第 

42条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及

び第４項第１号において同じ。）を、当該保育の提供の終了

に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引

き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供

すること。 

(３) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた

利用乳幼児（事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第 

42条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及

び第６項第１号において同じ。）を、当該保育の提供の終了

に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引

き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供

すること。 

 ２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係

る連携施設の確保が困難であると認める場合であって、次の各

号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の

規定を適用しないこととすることができる。 

(１) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に

確保すること。 

(２) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間で

それぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されている

こと。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生

じないようにするための措置が講じられていること。 

 ３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第27条に規定する

小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保

育事業を行う者（第５項において「小規模保育事業A型事業者等」

という。）であって、第１項第１号に掲げる事項に係る連携協

力を行うものをいう。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の

各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２号

４ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の

各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第１項第２号の
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の規定を適用しないこととすることができる。 規定を適用しないこととすることができる。 

(１) 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間で

それぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されているこ

と。 

(１) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保

した場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が

認めること。 

 ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれ

ぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されているこ

と。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じな

いようにするための措置が講じられていること。 

(２) 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生

じないようにするための措置が講じられていること。 

(２) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の

確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育

連携協力者の確保が著しく困難であること。 

３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項

第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保

しなければならない。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる

事項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

(１) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所

又は事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外

の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 第27

条に規定する小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型

又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模保育

事業A型事業者等」という。） 

(１) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は

事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場

所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保

育事業A型事業者等 

(２) （略） (２) （略） 

４ （略） ６ （略） 

５ （略） ７ （略） 

附 則 附 則 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者 第３条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者 
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を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・

子育て支援法第59条第４号に規定する事業による支援その他の

必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は、第

６条第１項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して10年

を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。 

を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・

子育て支援法第59条第４号に規定する事業による支援その他の

必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は、第

６条第１項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して15年

を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。 

 （都城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正）  
第２条 都城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成26年条例第33号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

第37条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利

用定員（法第29条第１項の確認において定めるものに限る。以

下この章において同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては

１人以上５人以下とし、小規模保育事業A型（家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61号）

第28条に規定する小規模保育事業A型をいう。第42条第３項第１

号において同じ。）及び小規模保育事業B型（同省令第31条に規

定する小規模保育事業B型をいう。第42条第３項第１号において

同じ。）にあっては６人以上19人以下とし、小規模保育事業C型

（同省令第33条に規定する小規模保育事業C型をいう。附則第４

条において同じ。）にあっては６人以上10人以下とし、居宅訪

問型保育事業にあっては１人とする。 

第37条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利

用定員（法第29条第１項の確認において定めるものに限る。以

下この章において同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては

１人以上５人以下とし、小規模保育事業A型（家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61号）

第28条に規定する小規模保育事業A型をいう。第42条第３項にお

いて同じ。）及び小規模保育事業B型（同省令第31条に規定する

小規模保育事業B型をいう。第42条第３項において同じ。）にあ

っては６人以上19人以下とし、小規模保育事業C型（同省令第33

条に規定する小規模保育事業C型をいう。附則第４条において同

じ。）にあっては６人以上10人以下とし、居宅訪問型保育事業

にあっては１人とする。 

２ （略） ２ （略） 

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携） 

第42条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を

除く。以下この項から第５項までにおいて同じ。）は、特定地

域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が

継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行

第42条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を

除く。以下この項から第７項までにおいて同じ。）は、特定地

域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が

継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行
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う認定こども園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）

を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域

であって、連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるも

のにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者に

ついては、この限りでない。 

う認定こども園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）

を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域

であって、連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるも

のにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者に

ついては、この限りでない。 

(１) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定

子どもに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域

型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する

相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。 

(１) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定

子どもに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域

型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する

相談、助言その他の保育の内容に関する支援（次項において

「保育内容支援」という。）を実施すること。 

(２) （略） (２) （略） 

(３) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供

を受けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業

を利用する満３歳未満保育認定子どもにあっては、第37条第

２項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下こ

の号及び第４項第１号において同じ。）を、当該特定地域型

保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子ども

に係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き

当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。 

(３) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供

を受けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業

を利用する満３歳未満保育認定子どもにあっては、第37条第

２項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下こ

の号及び第６項第１号において同じ。）を、当該特定地域型

保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子ども

に係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き

当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。 

 ２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に

係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であっ

て、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前

項第１号の規定を適用しないこととすることができる。 

(１) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切

に確保すること。 

(２) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間

でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されてい

ること。 
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イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生

じないようにするための措置が講じられていること。 

 ３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業A

型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者

（第５項において「小規模保育事業A型事業者等」という。）で

あって、第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行うもの

をいう。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る

連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次

の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２

号の規定を適用しないこととすることができる。 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る

連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次

の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第１項第２号

の規定を適用しないこととすることができる。 

(１) 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に係る

連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の

所在が明確化されていること。 

(１) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確

保した場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長

が認めること。 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそ

れぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されているこ

と。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じな

いようにするための措置が講じられていること。 

(２) 前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来

の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じ

られていること。 

(２) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者

の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保

育連携協力者の確保が著しく困難であること。 

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１

項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確

保しなければならない。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる

事項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

(１) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う

場所又は事業所（次号において「事業実施場所」という。）

以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 

(１) 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所

又は事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外

の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規

6
4



小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内

保育事業を行う者（次号において「小規模保育事業A型事業者

等」という。） 

模保育事業A型事業者等 

(２) （略） (２) （略） 

４ （略） ６ （略） 

５ （略） ７ （略） 

６ （略） ８ （略） 

７ （略） ９ （略） 

８ （略） 10 （略） 

９ （略） 11 （略） 

附 則 附 則 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第４条 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業

者を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第5

9条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支

援を行うことができると市が認める場合は、第42条第１項本文

の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して10年を

経過する日までの間、連携施設を確保しないことができる。 

第４条 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業

者を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第5

9条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支

援を行うことができると市が認める場合は、第42条第１項本文

の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して15年を

経過する日までの間、連携施設を確保しないことができる。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第９４号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：こども部保育課】 

条例名 都城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び都城市特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 公布の日  制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準及び特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準が改正さ

れ、保育内容支援及び代替保育に係る連携協力に関する見直し及び連携施設経過措

置の延長が行われたことに伴い、所要の改正を行うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

１ 「保育内容支援」を定義する規定を変更 

 

２ 特定地域型保育事業者が、保育内容支援を行うための連携施設を確保すること

が著しく困難である場合において、要件を全て満たすときに連携施設を確保しな

いことができるとするための規定を追加 

 

３ 特定地域型保育事業者が代替保育の提供に係る連携施設を確保することが著し

く困難である場合において、代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な措

置を講じてもなお代替保育連携協力者の確保が困難であり、要件を満たす場合に

おいては、代替保育に係る連携施設を確保しないこととすることができるための

規定を追加 

 

４ 「代替保育連携協力者」を定義する規定を追加 

 

５ 経過措置を延長する規定を 10 年から 15 年に変更 

 

関係する法令 

及びその条項 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成 26 年厚生労働省令第 61 号） 

児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号） 

制定改廃を要す

る関係条例等 

なし 

備考  
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議案第９５号 

 

 

   都城市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市営住宅条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和７年６月９日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市営住宅条例の一部を改正する条例 

 都城市営住宅条例（平成18年条例第245号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

団地名 所在 建設事

業年度 

構造 戸数 

 （略） 

第 ２ 鳥 井

前 

 （略） 12

 （略） 

第 ２ 軍 神

原 

 （略） 昭和51  （略） 28

 （略） 

春日  （略） 昭和47  （略） 17

 （略） 

 （略） 

前田 都城市高崎町前田1095番

地 

昭和28 木造平屋建 １

都城市高崎町前田3300番

地 

昭和53 簡易耐火平屋

建 

18

縄瀬原  （略） 昭和50 簡易耐火平屋

建 

20

昭和51 簡易耐火平屋

建 

20

 （略） 
 

団地名 所在 建設事

業年度 

構造 戸数 

 （略） 

第 ２ 鳥 井

前 

 （略） 10 

（略） 

第 ２ 軍 神

原 

 （略） 昭和51  （略） 27 

 （略） 

春日  （略） 昭和47  （略） 13 

 （略） 

 （略） 

前田     

都城市高崎町前田3300番

地 

昭和53 簡易耐火平屋

建 

18 

縄瀬原  （略）    

昭和51 簡易耐火平屋

建 

８ 

 

 （略） 
 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第９５号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：地域振興部高城総合支所産業建設課／高崎総合支所産業建設課】 

条例名 都城市営住宅条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 公布の日  制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

 都城市公営住宅等長寿命化計画において、令和 14 年度までに用途廃止の予定の

もので、現在入居者がいない棟について用途を廃止するもの。 

 また、火災により被災した第２軍神原団地及び前田団地の一部についても用途を

廃止するもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

改正内容 

・別表第１ 

第２鳥井前 

戸数「12」を「10」に改める。 

第２軍神原 

昭和 51 の戸数を「28」を「27」に改める。 

春日 

昭和 47 の戸数「17」を「13」に改める。 

前田 

昭和 28 の項を削る。 

縄瀬原 

昭和 50 の項を削る。 

昭和 51 の戸数「20」を「８」に改める。 

 

関係する法令 

及びその条項 

なし 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

なし 

備考  
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議案第９６号 

 

 

   都城市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   令和７年６月９日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 都城市水道事業給水条例（平成18年条例第292号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（料金） （料金） 

第21条 料金（御池簡易水道事業、臨時用及び私設消火栓に係る

ものを除く。）は、１月につき、次の表により算定した基本料

金及び従量料金の合計額と当該金額に消費税法（昭和63年法律

第108号）に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地

方税法（昭和25年法律第226号）に定める地方消費税の税率を乗

じて得た額を合算した額との合計額とする。ただし、その額に

１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

第21条 料金（御池簡易水道事業、臨時用及び私設消火栓に係る

ものを除く。）は、１月につき、次の表により算定した基本料

金及び従量料金の合計額と当該金額に消費税法（昭和63年法律

第108号）に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地

方税法（昭和25年法律第226号）に定める地方消費税の税率を乗

じて得た額を合算した額との合計額とする。ただし、その額に

１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

用途 基本料金 従量料金 

区分 額（円） 使用水量 １m３の額

（円） 

一 般

用 

メーター口径13mm 450９m３未満の分 30

メーター口径20mm 730

メーター口径25mm 940

メーター口径40mm 2,250

メーター口径50mm 4,250

メーター口径75mm 8,300

メーター口径100mm 13,100９m３以上21m３未 120

メーター口径150mm 

 

 

 

20,000満の分 

21m３以上51m３未

満の分 

150

51m３以上の分 190

 （略） 
 

用途 基本料金 従量料金 

区分 額（円） 使用水量 １m３の額

（円） 

一 般

用 

メーター口径13mm 510９m３未満の分 

メーター口径13

mm及び20mm 

33

メーター口径20mm 840

メーター口径25mm 1,180

メーター口径40mm 2,820９m３未満の分 

メーター口径25

mm以上 

40

メーター口径50mm 5,320

メーター口径75mm 10,370

メーター口径100mm 16,390９m３以上21m３未

満の分 

140

メーター口径150mm 

 

 

 

25,000

21m３以上51m３未

満の分 

180

51m３以上の分 210

 （略） 
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２ 御池簡易水道の料金は、１月につき次の表により算定した基

本料金及び従量料金の合計額と当該金額に消費税法に定める消

費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方

消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。

ただし、その額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てるものとする。 

２ 御池簡易水道の料金は、１月につき次の表により算定した基

本料金及び従量料金の合計額と当該金額に消費税法に定める消

費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方

消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。

ただし、その額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てるものとする。 

用途 基本料金（円） 従量料金 

使用水量 １m３の額

（円） 

一般用 250 ８m３までの部分 30

公衆浴場用 ８m３を超える部分 90

特別用 

 

 

 （略） 
 

用途 基本料金（円） 従量料金 

使用水量 １m３の額

（円） 

一般用 290
９m３未満の分 33

９m３以上の分 103

公衆浴場用 
250

９m３未満の分 30

特別用 ９m３以上の分 90

 （略） 
 

３ （略）  ３ （略）  
   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の都城市水道事業給水条例（以下「新条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の

検針に係る料金から適用し、施行日前の検針に係る料金については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、施行日前の直近の検針から施行日以後の最初の検針までの間の使用に係る料金の額は、改正前の都城市

水道事業給水条例の規定により算定した額に施行日前の直近の検針の日の翌日から施行日の前日までの日数を乗じて得た額と新条例

の規定により算定した額に施行日から施行日以後の最初の検針の日までの日数を乗じて得た額との合計額を、施行日前の直近の検針

の日の翌日から施行日以後の最初の検針の日までの日数で除して得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは、その端数金額を

切り捨てた額）とする。 
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議案第９６号関係資料 

条例の制定・改廃等に関する資料 

   【担当課：上下水道局総務課】 

条例名 都城市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和８年４月１日 制定年月 平成 18 年１月 

制定改廃の 

目的・背景 

水道事業の安定経営を図るため、水道料金を改定することに伴い、所要の改正を

行うもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

１ 料金(御池簡易水道事業、臨時用及び私設消火栓に係るものを除く。)につい

て、次のとおり一般用の現行料金表を改定料金表に改める。 

 

一般用 現行料金表                       （円／月） 

口径 
基本 
料金 

従量料金 1 ㎥当たり 

9 ㎥未満 
 9 ㎥以上 
21 ㎥未満 

21 ㎥以上 
51 ㎥未満 

51 ㎥以上 

13 ㎜ 450 30 120 150 190 

20 ㎜ 730 30 120 150 190 

25 ㎜ 940 30 120 150 190 

40 ㎜ 2,250 30 120 150 190 

50 ㎜ 4,250 30 120 150 190 

75 ㎜ 8,300 30 120 150 190 

100 ㎜ 13,100 30 120 150 190 

150 ㎜ 20,000 30 120 150 190 

 

一般用 改定料金表                       （円／月） 

口径 
基本 
料金 

従量料金 1 ㎥当たり 

9 ㎥未満 
 9 ㎥以上 
21 ㎥未満 

21 ㎥以上 
51 ㎥未満 

51 ㎥以上 

13 ㎜ 510 33 140 180 210 

20 ㎜ 840 33 140 180 210 

25 ㎜ 1,180 40 140 180 210 

40 ㎜ 2,820 40 140 180 210 

50 ㎜ 5,320 40 140 180 210 

75 ㎜ 10,370 40 140 180 210 

100 ㎜ 16,390 40 140 180 210 

150 ㎜ 25,000 40 140 180 210 

 

２ 御池簡易水道事業の料金について、次のとおり一般用、公衆浴場用、特別用の

現行料金表を改定料金表に改める。 
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現行料金表                           （円／月） 

用途 口径 
基本 
料金 

従量料金 1 ㎥当たり 

8 ㎥までの部分 8 ㎥を超える部分 

一般用 

区分なし 250 30 90 公衆浴場用 

特別用 

 

改定料金表                           （円／月） 

用途 口径 
基本 
料金 

従量料金 1 ㎥当たり 

9 ㎥未満の分 9 ㎥以上の分 

一般用 区分なし 290 33 103 

公衆浴場用 
区分なし 250 30 90 

特別用 

 

 

関係する法令 

及びその条項 

水道法（昭和 32 年法律第 177 号） 

 

制定改廃を要す

る関係条例等 

なし 

備考  
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都 上 下 審 第 １ 号 
令和７年３月３１日 

都城市長 池田 宜永 様 
 

都城市上下水道料金等審議会 
会長 平岡 直樹 

 

答 申 書 
 
令和６年１２月２５日付け都水総第７４２号で諮問のありました「今後の経

営見通し」について、下記のとおり答申するとともに、留意すべき事項につい

て附帯意見として申し添えます。 
 

記 
 
１ 答申内容 
（１）今後の経営見通しについて 
 水道料金改定は必要であると判断し、平均改定率は１４．９５％とすること

が適当である。 

（２）水道料金体系について 
基本料金及び従量料金の設定については、別紙水道料金表のとおりとするこ

とが適当である。 

（３）改定時期について 
改定時期は、令和８年４月検針分からとすることが妥当である。 
 

２ 附帯意見 
（１）持続的に水道水を安定供給するため、施設の耐震化等を計画的に実施す

るとともに、更なる業務の効率化や収入の確保など経営改善に努めること。 

（２）水道事業等の経営状況や事業計画等について、継続的に外部評価を行う

審議会の設置が必要である。 

（３）水道事業の経営状況及び水道料金改定の必要性や内容について、市ホー

ムページや広報紙等を活用し、十分に周知・広報に努めること。 
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水道料金表（一般用）               （１か月計算、税抜） 

口径 基本料金 

従量料金 1 ㎥当たり 

９㎥未満 
９㎥以上 

21 ㎥未満 
21 ㎥以上 
51 ㎥未満 

51 ㎥以上 

13 ㎜ 510 円 
33 円 

140 円 180 円 210 円  

20 ㎜ 840 円 

25 ㎜ 1,180 円 

40 円 

40 ㎜ 2,820 円 

50 ㎜ 5,320 円 

75 ㎜ 10,370 円 

100 ㎜ 16,390 円 

150 ㎜ 25,000 円 

 
 
御池簡易水道料金表（一般用）           （１か月計算、税抜） 

口径 基本料金 
従量料金 1 ㎥当たり 

９㎥未満 ９㎥以上 

全口径 290 円 33 円 103 円 

 
 
 
 

別紙：料金表 
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議案第９９号 

 

 

議決事項の変更について 

 

 

令和６年１２月１８日に議決された議案第１３４号「工事請負契約の締結につい

て」の一部を下記のとおり変更する。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

都城市長 池 田 宜 永 

 

記 

 

 契約の金額を次のように改める。 

 

３ 契約の金額   ４４３，２９６，７００円 
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議案第９９号関係資料 

 

議案第１３４号 

 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 

Ｒ６企工第３号 工業団地造成事業 梅北インター工業団地（１・２工区）造成

等工事の施行に伴い、次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治

法第９６条第１項並びに都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

   令和６年１１月２９日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 

 

 

１ 契 約 の 目 的   Ｒ６企工第３号 工業団地造成事業 

 梅北インター工業団地（１・２工区）造成等工事 

 

２ 契 約 の 方 法   一般競争入札 

 

３ 契 約 の 金 額   ４０２，３８０，０００円 

 

４ 契約の相手方   桜木・徳満・東洋 特定建設工事共同企業体 

           代表者 都城市高城町桜木１６９３番地２ 

株式会社 桜木組 
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Ｒ６企工第３号 工業団地造成事業 

梅北インター工業団地（１・２工区）造成等工事 

 

１ 工事概要   

・開発区域     Ａ＝29,831 ㎡ 

・造成工 切土  Ｖ＝400 ㎥ 

・盛土      Ｖ＝36,345 ㎥ 

・防災施設工   Ｎ＝一式   ・調整池工  Ｎ＝一式 

・道路築造工   Ｎ＝一式   ・仮設工   Ｎ＝一式 

・雨水排水工   Ｎ＝一式   ・緑地工   Ｎ＝一式 

・地区外用水路工 Ｎ＝一式   ・撤去工   Ｎ＝一式 

 

 

２ 予定価格  ４０６，７００，８００円（消費税及び地方消費税込み） 

３６９，７２８，０００円（消費税及び地方消費税抜き） 

 

３ 落札価格  ４０２，３８０，０００円（消費税及び地方消費税込み） 

３６５，８００，０００円（消費税及び地方消費税抜き） 

 

４ 落 札 率  ９８．９３％ 

 

５ 入札参加業者及び入札結果  

入札参加業者 第１回入札金額（円） 摘要 

桜木・徳満・東洋 特定建設工事共同企業体 

（５０：３０：２０） 
365,800,000 落札 

南星・今元・博栄 特定建設工事共同企業体 

（４０：３０：３０） 
369,728,000  

備考 入札金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額である。 
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１ 変更理由 

  掘削及び床掘に伴い発生する土砂については、造成盛土へ流用する予定として

いたが、盛土に適した土質であるか土質試験を実施したところ、自然含水比が高

く盛土工における品質管理基準の締固度を確保することが困難である土質試験結

果となった。 

そのため、盛土に適した土質にするには適切な土質改良を実施する必要があり、

生石灰添加による発生土改良工を追加するもの。 

   

２ 変更内訳 

工 種 変更内容 追加費用額（円） 

土工 
生石灰添加による発生土

改良工の追加 
３７，１９７，０００円 

合計（税抜） ３７，１９７，０００円 

消費税及び地方消費税額 ３，７１９，７００円 

追加費用総計 ４０，９１６，７００円 

   

３ 変更後の契約金額 

  現在の契約金額     ４０２，３８０，０００円 

  追加費用額        ４０，９１６，７００円 

  変更後の契約金額    ４４３，２９６，７００円 
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議案第１００号 

 

 

議決事項の変更について 

 

 

令和６年１２月１８日に議決された議案第１３５号「工事請負契約の締結につい

て」の一部を下記のとおり変更する。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

都城市長 池 田 宜 永 

 

記 

 

 契約の金額を次のように改める。 

 

３ 契約の金額   ４１４，３５２，４００円 
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議案第１００号関係資料 

 

議案第１３５号 

 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 

Ｒ６企工第４号 工業団地造成事業 梅北インター工業団地（３・４工区）造成

等工事の施行に伴い、次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治

法第９６条第１項並びに都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

   令和６年１１月２９日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 

 

 

１ 契 約 の 目 的   Ｒ６企工第４号 工業団地造成事業 

 梅北インター工業団地（３・４工区）造成等工事 

 

２ 契 約 の 方 法   一般競争入札 

 

３ 契 約 の 金 額   ２８２，８１０，０００円 

 

４ 契約の相手方   都北・真栄・はやま 特定建設工事共同企業体 

           代表者 都城市神之山町４８６６番地２ 

都北産業 株式会社 
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Ｒ６企工第４号 工業団地造成事業 

梅北インター工業団地（３・４工区）造成等工事 

 

１ 工事概要 

・開発区域     Ａ＝20,647 ㎡ 

・造成工 切土  Ｖ＝2,560 ㎥ 

・盛土      Ｖ＝17,624 ㎥ 

・防災施設工   Ｎ＝一式   ・調整池工  Ｎ＝一式 

・道路築造工   Ｎ＝一式   ・仮設工   Ｎ＝一式 

・雨水排水工   Ｎ＝一式   ・緑地工   Ｎ＝一式 

・地区外用水路工 Ｎ＝一式   ・撤去工   Ｎ＝一式 

 

２ 予定価格  ２８５，７６３，５００円（消費税及び地方消費税込み） 

２５９，７８５，０００円（消費税及び地方消費税抜き） 

 

３ 落札価格  ２８２，８１０，０００円（消費税及び地方消費税込み） 

２５７，１００，０００円（消費税及び地方消費税抜き） 

 

４ 落 札 率  ９８．９６％ 

 

５ 入札参加業者及び入札結果 

入札参加業者  第１回入札金額（円） 摘要 

都北・真栄・はやま 特定建設工事共同企業体 

（５０：３０：２０） 
257,100,000 落札 

南星・今元・博栄 特定建設工事共同企業体 

（４０：３０：３０） 
259,785,000  

備考 入札金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額である。 
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専決第７１号 

 

専 決 処 分 書 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された工事

の変更契約の締結について、次のとおり専決処分する。 

 

令和７年３月１１日専決 

 

都城市長 池 田 宜 永 

 

議決年月日 令和７年１２月１８日（令和６年議案第１３５号） 

工 事 件 名 
Ｒ６企工第４号 工業団地造成事業 梅北インター工業団地（３・４工

区）造成等工事 

相 手 方 都北・真栄・はやま 特定建設工事共同企業体 

変 更 事 項 契約金額 

議決のあった契約金額 ２８２，８１０，０００円 

今回変更後の契約金額 ２９０，１６９，０００円 

議決金額からの増減額 
７，３５９，０００円増額 

（増減率２．６０％増） 

変 更 理 由 

次の理由により、契約金額の変更を行うもの。 

・樹木の伐採作業追加による増額 

・追加の樹木伐採及び工事範囲の除草処分費用追加による増額 

（文書取扱 総務部契約課） 
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１ 変更理由 

  掘削及び床掘に伴い発生する土砂については、造成盛土へ流用する予定として

いたが、盛土に適した土質であるか土質試験を実施したところ、自然含水比が高

く盛土工における品質管理基準の締固度を確保することが困難である土質試験結

果となった。 

  そのため、盛土に適した土質にするには、適切な土質改良を実施する必要があ

り、生石灰添加による発生土改良工を追加するもの。 

  踏込沈下試験を実施した結果、造成盛土箇所の現地盤の状態が悪く、所定の機

械での締固め作業を実施することができなかった。造成盛土箇所の広範囲が同様

の状態であり、盛土作業も困難な状態である。 

  そのため、現地盤の改良を行う必要があるため、割栗石による現地盤改良工を

追加するもの。 

 

２ 変更内訳 

工 種 変更内容 追加費用額（円） 

   土工 

生石灰添加による発生土

改良工の追加、割栗石に

よる現地盤改良工の追加 

１１２，８９４，０００円 

合計（税抜） １１２，８９４，０００円 

消費税及び地方消費税額 １１，２８９，４００円 

追加費用総計 １２４，１８３，４００円 

   

３ 変更後の契約金額 

  現在の契約金額     ２９０，１６９，０００円 

  追加費用額       １２４，１８３，４００円 

  変更後の契約金額    ４１４，３５２，４００円 
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議案第１０１号 

 

 

   財産の取得について 

 

 

次のとおり高規格救急自動車を取得することについて、地方自治法第９６条第１

項並びに都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 

 

 

１ 取 得 財 産   高規格救急自動車 

 

２ 数    量   １台 

 

３ 契 約 の 方 法   指名競争入札 

 

４ 契 約 金 額   ３７，９５６，５６０円 

 

５ 契約の相手方   宮崎市大字芳士字谷口６９２番地１７ 

           宮崎トヨタ自動車株式会社 
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議案第１０１号関係資料 

 

１ 取得財産  高規格救急自動車 

 

２ 数  量  １台 

 

３ 予定価格  ４１，８８８，８２３円（消費税及び地方消費税込み） 

 

４ 落札価格  ３７，９５６，５６０円（消費税及び地方消費税込み） 

 

５ 落 札 率  ９０．６％ 

 

６ 指名業者及び入札結果 

指名業者 第１回入札金額(円) 摘要 

宮崎トヨタ自動車株式会社 ３７，９５６，５６０ 落札 

宮崎日産自動車株式会社 都城店 ３９，６００，０００  

備考 入札金額は、消費税及び地方消費税込みの金額である。 

  

７ 車両の仕様概要 

(１) 高規格救急自動車 

(２) 乗 車 定 員：７名以上 

(３) エ ン ジ ン：ガソリンエンジン 

(４) トランスミッション：電子制御５速以上 ＡＴ 

(５) 駆 動 方 式：四輪駆動 

 (６) 他積載品・付属品含む 
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議案第１０２号 

 

 

   財産の取得について 

 

 

次のとおり都城市消防団小型動力ポンプ付積載車を取得することについて、地方

自治法第９６条第１項並びに都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 

 

 

１ 取 得 財 産   都城市消防団小型動力ポンプ付積載車 

 

２ 数    量   ３台 

 

３ 契 約 の 方 法   指名競争入札 

 

４ 契 約 金 額   ３２，７６２，２８０円 

 

５ 契約の相手方   都城市吉尾町９１２番地９第１アパートカミツマガリ 

１０１号 

           中村消防防災株式会社都城営業所 
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議案第１０２号関係資料 

 

１ 取得財産  都城市消防団小型動力ポンプ付積載車 

 

２ 数  量  ３台 

 

３ 予定価格  ３２，９８１，０５８円（消費税及び地方消費税込み） 

 

４ 落札価格  ３２，７６２，２８０（消費税及び地方消費税込み） 

 

５ 落 札 率  ９９．３％ 

 

６ 指名業者及び入札結果 

指名業者 第１回入札金額(円) 摘要 

中村消防防災株式会社都城営業所 ３２，７６２，２８０ 落札 

宮崎ラビットポンプ有限会社都城営業所 ３２，７９５，２８０  

株式会社武田ポンプ店都城営業所 ３２，９６０，２８０  

株式会社ヤマトボーデン ３３，０５９，２８０  

備考 入札金額は、消費税及び地方消費税込みの金額である。 

  

７ 車両の仕様概要 

（１）都城市消防団小型動力ポンプ付積載車 

（２）乗 車 定 員：６名  

（３）エ ン ジ ン：２．０Ｌガソリンエンジン 

（４）トランスミッション：６速ＡＴ 

（５）駆 動 方 式：二輪駆動 

（６）積載小型ポンプ：Ｂ－２級 

（７）他積載品・付属品含む  
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議案第１０３号 

 

 

   財産の取得について 

 

 

次のとおり３０ｍ級先端屈折式はしご付消防自動車を取得することについて、地

方自治法第９６条第１項並びに都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永  

 

 

１ 取 得 財 産   ３０ｍ級先端屈折式はしご付消防自動車  

 

２ 数 量   １台 

 

３ 契 約 の 方 法   随意契約 

 

４ 取 得 金 額   ２６４，１９１，１００円 

 

５ 契約の相手方   都城市姫城町１６街区１３号 

           株式会社武田ポンプ店都城営業所 
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議案第１０３号関係資料 

 

１ 取得財産  ３０ｍ級先端屈折式はしご付消防自動車 

 

２ 数  量  １台 

 

３ 契約金額  ２６４,１９１,１００円（消費税及び地方消費税込み） 

        ２４０,１９１,１００円（消費税及び地方消費税抜き） 

 

４ 契約相手の選定理由 

  予定価格を設定するに当たり、物品入札参加有資格事業者名簿に記載されてい

る消防自動車販売事業者のうち、過去に消防自動車の販売実績がある事業者６者

へ参考見積を依頼した結果、本局が定める仕様を満たす製品を提供できる事業者

は株式会社武田ポンプ店都城営業所のみであった。 

  現在、当該仕様の消防自動車を国内で製造しているメーカーは株式会社モリタ

のみであり、株式会社武田ポンプ店は県内唯一の正規代理店である。 

  さらに、同社は現在南消防署で運用中の屈折式はしご付消防自動車の点検・修

理も担当しており、専門的な知識と実績を有している。先端屈折式はしご付消防

自動車は、高層建物での火災や救助事案などの災害に対応し、市民の生命、身体、

財産を守るための重要な緊急車両であるため、故障や不具合発生時には迅速かつ

適切なアフターサポートが不可欠である。株式会社武田ポンプ店は、市内に営業

所を有しており、緊急時の迅速な対応が可能であり、これまでの取引実績から高

い信頼性が確認されている。 

  以上の理由により、株式会社武田ポンプ店都城営業所を契約の相手方とするも

のである。 
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議案第１０４号 

 

 

   財産の取得について 

 

 

次のとおり令和７年度学習用コンピュータ一式を取得することについて、地方自

治法第９６条第１項並びに都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永  

 

 

１ 取 得 財 産   令和７年度学習用コンピュータ一式 

 

２ 数    量   ３２８台 

 

３ 契 約 の 方 法   随意契約 

 

４ 取 得 金 額   ２０，８７５，８８８円 

 

５ 契約の相手方   宮崎市高千穂通２丁目１番１６号 

           西日本電信電話株式会社 宮崎支店 
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議案第１０４号関係資料 

 

１ 取得財産  令和７年度学習用コンピュータ一式 

       (１) ASUS Chromebook CZ11 Flip 

       (２) 専用保護ケース 

       (３) 専用液晶保護フィルム 

       (４) Google GIGA License 

       (５) InterCLASS Advance（５年分） 

       (６) InterCLASS console Support（５年分） 

 

２ 数  量  ３２８台 

 

３ 契約金額  ２０，８７５，８８８円（消費税及び地方消費税込み） 

        １８，９７８，０８０円（消費税及び地方消費税抜き） 

 

４ 契約相手の選定理由 

  本業務は、国の補助事業である公立学校情報機器整備事業（公立学校情報機器

購入事業）を活用して小・中学校の児童生徒１人１台端末の整備を行うものであ

る。 

  公立学校情報機器整備事業（公立学校情報機器購入事業）では、県及び県内市

町村で構成する共同調達会議による共同調達が補助要件とされており、宮崎県及

び県内市町村で宮崎県 GIGA スクール構想推進協議会（以下「協議会」という。）

を設置して共同調達を行っている。共同調達では協議会が実施する公募型プロポ

ーザルで事業者を選定している。 

  本プロポーザルの結果、協議会は西日本電信電話株式会社宮崎支店を優先交渉

者として選定した。 

  以上により、協議会が優先交渉者に選定した西日本電信電話株式会社宮崎支店

を契約の相手方とするものである。 
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